
■通所介護等利用時の調整
要介護１ 要介護２ 要介護３

要介護４ 要介護５

■短期入所生活介護利用時は日割り計算となります

円 単位
円 単位

＊連携訪問看護ステーションをご利用の際は、別途訪問看護ステーション利用料を
お支払いいただきます。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）
663円/月

（650単位）

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が40％

以上である場合　　※その他要件あり

30日を超える入院後の利用再開時も算定
31円/日

（30単位）

■各種加算

要介護1 5,561 5,446 ○１ヶ月単位の包括料金

要介護2 9,925 9,720 （月額固定：定額制）

16,140

要介護5 25,211 25,211

○月途中での利用開始及び解約、

要介護4 20,846 20,417 　利用中止時は月額料金を日割りで

総合マネジメント体制強化加算
1,226円/月

（1,200単位）

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
766円/月

（750単位）

多様な職種が共同して介護計画の見直しを行い、且つ

利用者の地域における活動の機会が確保されている場合

介護職員の総数に占める介護福祉士の割合が60％

以上である場合　　※その他要件あり

加算項目
料金

（単位数） 算定基準・算定内容

初回利用から起算し30日以内の期間算定

　算出し請求となります

初期加算

令和8年6月改定

1日につき

1カ月につき

円

円

円

円

円

■連携訪問看護ステーションを利用した場合
要介護1～4 3,023    2,961    
要介護5 3,840    3,761    

▲ 64円/1日 ▲114円/1日 ▲188円/1日

▲238円/1日 ▲287円/1日

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）ロ

①任用要件・賃金体系を整備
②研修の実施や機会を確保
③昇給の仕組みや定期に昇給を判定する仕組みの設定
④職場環境等の改善
⑤ケアプランデータ連携システムを利用している事

※上記要件を満たす場合のみ、算定可能

要介護3 16,479

定期巡回・随時対応型訪問介護・看護
みなみ・にし・にしかん定期巡回介護サービス　（料金表）

■基本利用料金・単位数（1割負担の場合）
単位数×10.21

要介護度 利用料金 単位数 特　記　事　項


